
八戸市内に事業所または店舗を有する事業者 （小売店・飲食店・サービス業など）● 参加店舗要件

無料● 登録料・換金手数料

令和8年2月23日（月・祝）～令和8年3月17日（火）必着● 申 込 期 間

● 商品券の利用対象にならないもの

参加店への登録は、下記「誓約事項」に同意の上、
①・②いずれかの方法でお申し込みください。
①特設Webサイトの「参加店登録申請フォーム」から申請
　⇒ https://8city-kakeiouen.jp
②裏面の「参加店登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し
　FAXまたは郵送で申請 ※土日祝可
　⇒ FAX.0178-38-5837
※大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業所(本部)については、
　本部が取りまとめて申請してください。
　この場合、すべての利用店舗に「募集要項」の内容を伝えてから、各店舗(支店)の必要事項を
　入力してください。

便利で簡単で速い！
複数店舗のお申し込みは
Web申請がおすすめ！

月2回程度（銀行振込）● 精 算 方法 ※参加店の状況により月1回とさせていただく場合もあります。

八戸市家計応援商品券 Hachinohe City Cost-of-Living Support Vouchers

商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。
商品券を利用できない商品に対して、商品券での支払いを受け付けません。
商品券の再販、再流通を致しません。
商品券の偽造・悪用・濫用は致しません。
商品券の盗難・紛失・減失または偽造・模造等に対して市は責を負わないことを承知します。
商品券の利用期間中（令和8年5月1日～令和8年8月31日）は参加店として事業に参加し、
真にやむを得ない事情がない限り途中辞退は致しません。
商品券の取扱、参加店舗の責務のほか募集要項に記載されている内容に同意し、遵守します。
商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
商品券の取扱に対して事務局から改善要請等があった場合にはそれに従います。
店舗名・所在地・電話番号・分類の公表（専用HP・チラシ等に掲載）について同意します。
事務局が登記簿謄本または住民票の提出を求めた場合は速やかに応じます。
申込内容に虚偽・不備があった場合は、登録取消になっても異議申し立てません。
登録する店舗は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する性風俗関連特殊営業を
行う者、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行う者」、「特定の宗教・政治団体と関わる店舗等」、
「公序良俗に反する店舗等」、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号
に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者」ではありません。
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［誓約事項］［誓約事項］

参加店募集要項

参加店申込方法

ア） たばこ事業法（昭和59年法律第68号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入 
イ）  事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 
ウ）  出資や債務・公共料金の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金、八戸市指定ごみ袋など。） 
エ）  現金との換金、金融機関への預け入れ 
オ）  金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗車券、切手、
　　はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 
カ）  土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く。）等の不動産や資産性の高い もの（自動車）に関わる支払い。 
キ）  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて
　　客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。 
ク）  特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 
ケ）  その他、市が本業務の趣旨にそぐわないと判断したもの 

〈特設WEBサイト〉

※飲食店にはテイクアウト、デリバリー専門店及びキッチンカー等による移動販売（事業主が八戸市民である場合に限る）も含む。
金融、風俗、公序良俗に反する事業者等で本事業の趣旨に沿わない事業者を除く。注意

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業

八戸市マスコットキャラクター
いかずきんズ

申込期間を過ぎた場合であっても、令和8年6月30日（火）まで随時申込みを受け付けますが、商品券に同封する参加店一覧のチラシ
には掲載されません。（特設Webサイトでは随時参加店情報を更新します）



■事業者（本店）情報についてご記入ください。 ■店舗（支店）情報についてご記入ください。

〒031-0076八戸市堀端町2-3 八戸商工会館4F
八戸市家計応援商品券事務局
（コールセンター）38-5837

飲食店・テイクアウト

衣類・ファッション

教育・カルチャ―・スクール

娯楽施設

スポーツ施設

交通・宿泊・旅行

花・園芸

メガネ・コンタクトレンズ・時計・
貴金属

スポーツ・レジャー用品

ペット用品・ペットショップ

美容・健康

暮らし・生活サービススーパーマーケット・コンビニ・小売

百貨店・ショッピングモール

薬局・ドラッグストア

ホームセンター

ガソリンスタンド・灯油・ガス

家電・電器

生活用品・家具・雑貨

●下記内容をよくご確認の上、□にチェックしてください。
□当店は八戸市家計応援商品券の事業趣旨を理解し、「参加店条件」を満たすので申し込みます。
□当店は「誓約事項」を読み、内容について同意します。
（いずれもチェックしている店舗のみ申込が可能です。）

（あて先）八戸市家計応援商品券事務局（コールセンター）

八戸市家計応援商品券 参加店登録 申請書兼誓約書

※左の事業者（本店）情報と同じ場合はご記入不要です。
※広告物（チラシやホームページ）には店舗（支店）情報が掲載されます。

書店・文具

その他

八戸市内に事業所または
店舗を有する事業者である

事務局からの書類や
ポスターの郵送先

はい いいえ

八戸市家計応援商品券参加店登録申請書兼誓約書に記載頂きました情報は、
当該事業に関する運営、管理情報のみに利用致します。
正当な理由のある場合を除き、市から正式な委託を受けたもの以外の第三者に
対し、情報を意図的に提供・開示等を行うことはありません。

ご記入後、コピーをとるなどして控えを保存してください。2026

事務局から連絡先

八戸市家計応援商品券参加店登録申請情報の利用目的について
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